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(57)【要約】
【課題】回路規模の大幅な縮小を図りながら、伝送特性
を向上することができる送信装置及び送信方法を提供す
る。
【解決手段】本発明の送信装置は、入力されたデジタル
信号から同相信号及び直交信号を生成して複数のベース
バンド帯アナログ信号を同時に生成するベースバンド回
路と、各ベースバンド帯アナログ信号の同相信号を所定
の利得関係により合成して合成同相信号を生成すると共
に、各ベースバンド帯アナログ信号の直交信号を所定の
利得関係により合成して合成直交信号を生成する加算手
段と、加算手段により合成された合成同相信号及び合成
直交信号を用いて直交変調して送信信号を生成する１つ
の送信回路と、送信回路からの送信信号を送信する１つ
のアンテナ手段とを備えることを特徴とする。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されたデジタル信号から同相信号及び直交信号を生成して複数のベースバンド帯ア
ナログ信号を同時に生成するベースバンド回路と、
　上記各ベースバンド帯アナログ信号の同相信号を所定の利得関係により合成して合成同
相信号を生成すると共に、上記各ベースバンド帯アナログ信号の直交信号を所定の利得関
係により合成して合成直交信号を生成する加算手段と、
　上記加算手段により合成された上記合成同相信号及び上記合成直交信号を用いて直交変
調して送信信号を生成する１つの送信回路と、
　上記送信回路からの上記送信信号を送信する１つのアンテナ手段と
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　上記加算手段が、加算器として上記送信回路に設けられたものであることを特徴とする
請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　上記加算手段が、上記ベースバンド回路の演算処理機能として実現されるものであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項４】
　ベースバンド回路、加算手段、１つの送信回路及び１つのアンテナ手段を備える送信装
置の送信方法であって、
　上記ベースバンド回路が、入力されたデジタル信号から同相信号及び直交信号を生成し
て複数のベースバンド帯アナログ信号を同時に生成する工程と、
　上記加算手段が、上記各ベースバンド帯アナログ信号の同相信号を所定の利得関係によ
り合成して合成同相信号を生成すると共に、上記各ベースバンド帯アナログ信号の直交信
号を所定の利得関係により合成して合成直交信号を生成する工程と、
　上記送信回路が、上記加算手段により合成された上記合成同相信号及び上記合成直交信
号を用いて直交変調して送信信号を生成する工程と、
　上記アンテナ手段が、上記送信回路からの上記送信信号を送信する工程と
　を有することを特徴とする送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置及び送信方法に関し、例えば、複数の送信信号を合成して、１つの
アンテナから送信波を出力する送信信号及び送信方法に適用し得るものである。特に、Ｗ
ｉＭＡＸ（登録商標）等の無線通信方式におけるＭａｔｒｉｘ　Ａと呼ばれる通信形態を
利用する場合に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＷｉＭＡＸは、ＩＥＥＥ８０２．１６及びＩＥＥＥ８０２．１６ｅで標準化さ
れた無線通信技術に基づく通信方式である。
【０００３】
　このＷｉＭＡＸには、時間空間符号化（ＳＴＣ：Space　Time　Coding）と呼ばれる技
術を利用する通信形態がある。ＳＴＣ技術は、複数入力と複数出力を同時に利用する技術
であるＭＩＭＯ（Multiple　Input　Multiple　Output）の１つの実施形態である。
【０００４】
　図２に、通常の無線装置の構成を示す。図２に示す無線装置は、デジタル信号である送
受信データをベースバンド帯アナログＩ／Ｑ信号（以下、Ｉ／Ｑ信号と表現）に変換、ま
たは、逆変換する機能を持つベースバンド回路５１と、Ｉ／Ｑ信号を高周波数帯域信号（
以下、ＲＦ信号と表現）に変換する送信回路（Ｔｘと表現）５２と、ＲＦ信号をＩ／Ｑ信
号に変換する受信回路（Ｒｘと表現）５３がそれぞれ１系統ずつあり、ＴｘとＲｘとを切



(3) JP 2010-87677 A 2010.4.15

10

20

30

40

り替えるＴｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ５４と、１本のアンテナ５５を備える。
【０００５】
　図３は、図２の構成を有する２台の無線装置Ａ及び無線装置Ｂの通信形態を示す図であ
る。図３に示すように、無線装置Ａのアンテナから送信された信号は、無線装置Ｂのアン
テナで受信され、逆に、無線装置Ｂのアンテナから送信された信号は、無線装置Ａのアン
テナで受信される。従って、ＴｘとＲｘの関係は、１：１である。ここでは、このような
通信形態を、１Ｔｘ×１Ｒｘのように表現する。
【０００６】
　一方、ＳＴＣ技術を利用する通信形態の場合の無線装置の構成例を図４に示す。図４に
示す無線装置の構成は、図３に示す構成に比べて、まず送信回路（Ｔｘ）６２－２及びア
ンテナ６５－２が１系統追加される。さらに、ベースバンド回路６１は、送信データから
同時に２系統のＩ／Ｑ信号（Ｉ／Ｑ信号１とＩ／Ｑ信号２）に変換する回路（機能）が追
加される。２系統のＩ／Ｑ信号１及びＩ／Ｑ信号２は、Ｔｘ６２－１及び６２－２におい
て、それぞれＲＦ信号１及びＲＦ信号２に変換され、アンテナ１及びアンテナ２から同時
に送信される。
【０００７】
　なお、送信中は、Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ６４は、送信回路６２－１とアンテナ６
５－１を接続し、この間、受信回路６３は動作を停止する。一方、受信時は、Ｔｘ／Ｒｘ
切り替えスイッチ６４はアンテナ６５－１と受信回路６３を接続し、送信回路６２－１及
び６２－２は２系統とも動作を停止し、受信回路６３のみ動作する。
【０００８】
　この図４に示す構成を有する無線装置Ｃと図２に示す構成を有する無線装置Ｂとの間の
通信形態を図５に示す。図５において、この場合、無線装置Ｃの２本のアンテナから送信
された送信信号は、無線装置Ｂの１本のアンテナで受信されることになる。この通信形態
は、ＷｉＭＡＸではＭａｔｒｉｘ　Ａと呼ばれ、ここでは、２Ｔｘ×１Ｒｘのように表現
する。
【０００９】
　このＭａｔｒｉｘ　Ａの通信形態の特徴について図面を用いて説明する。前述した通り
、図５において、送信装置Ｃは、２つのアンテナから別の信号を送信する。従って、同時
に２つの信号を送信することになるが、ＳＴＣ技術では、図６に示すように、２回目の送
信で１回目の信号の複素共役に当たる信号を繰り返して送信するため、伝送速度自体は図
３の通信形態の場合と変わらない。
【００１０】
　ここで、Ｓ１

＊の表記は、Ｓ１
＊がＳ１と複素共役の関係にあることを示し、以降、個

別に指定がない限り、このように表記をした場合は、いずれもこの関係を持つものとする
。
【００１１】
　図６の関係で無線装置Ｃから信号を送信した場合、無線装置Ｂで、１回目に受信される
信号をｒ１、２回目に受信される信号をｒ２とすると、次式（１）に示す行列式が成り立
つ。
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【数１】

【００１２】
　ここで、ｈ１は、図５の１の経路の伝達係数であり、ｈ２は、図５の２の経路の伝達係
数であり、ｈ１及びｈ２は共に複素数で表される。また、Ｈについて式（２－１）のよう
に置き、その複素共役転置行列Ｈ＊を利用すると式（２－２）のようになる。
【００１３】
　式（２）は、受信した信号を演算することで、送信元の信号（Ｓ１とＳ２）を（｜ｈ１

｜２＋｜ｈ２｜２）倍した形で復元できることを示している。（｜ｈ１｜２＋｜ｈ２｜２

）は、ダイバーシティ利得に相当する。
【００１４】
　このように、Ｍａｔｒｉｘ　Ａの通信形態では、伝送速度自体は図３の通信形態と変わ
らないが、ダイバーシティ利得を得る効果があり、伝送特性の向上を期待したものである
。
【００１５】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ８０２．１６，８．４．８　Transmit　Diversity（Optional
），ｐ．５７９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上述した図４に示すような構成を用いて、ＳＴＣ技術を利用したＭａｔ
ｒｉｘ　Ａの通信形態を実施すると、送信側の無線装置に２系統の送信回路６２－１及び
６２－２と２本のアンテナ６５－１及び６５－２が必要となる。つまり、送信系の回路規
模の増大が必須となってしまう。これは、部品数や実装面積の増加を招き、特に移動端末
などの小型化を求められる装置では大きなデメリットとなる。
【００１７】
　そのため、回路規模の大幅な縮小を図りながら、伝送特性を向上することができる送信
装置及び送信方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　かかる課題を解決するために、第１の本発明の送信装置は、（１）入力されたデジタル
信号から同相信号及び直交信号を生成して複数のベースバンド帯アナログ信号を同時に生
成するベースバンド回路と、（２）各ベースバンド帯アナログ信号の同相信号を所定の利
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得関係により合成して合成同相信号を生成すると共に、各ベースバンド帯アナログ信号の
直交信号を所定の利得関係により合成して合成直交信号を生成する加算手段と、（３）加
算手段により合成された合成同相信号及び合成直交信号を用いて直交変調して送信信号を
生成する１つの送信回路と、（４）送信回路からの送信信号を送信する１つのアンテナ手
段とを備えることを特徴とする。
【００１９】
　第２の本発明の送信方法は、ベースバンド回路、加算手段、１つの送信回路及び１つの
アンテナ手段を備える送信装置の送信方法であって、（１）ベースバンド回路が、入力さ
れたデジタル信号から同相信号及び直交信号を生成して複数のベースバンド帯アナログ信
号を同時に生成する工程と、（２）加算手段が、各ベースバンド帯アナログ信号の同相信
号を所定の利得関係により合成して合成同相信号を生成すると共に、各ベースバンド帯ア
ナログ信号の直交信号を所定の利得関係により合成して合成直交信号を生成する工程と、
（３）送信回路が、加算手段により合成された合成同相信号及び合成直交信号を用いて直
交変調して送信信号を生成する工程と、アンテナ手段が、送信回路からの送信信号を送信
する工程とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、回路規模の大幅な縮小を図りながら、伝送特性を向上することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
（Ａ）第１の実施形態
　以下では、本発明の送信装置及び送信方法の第１の実施形態について図面を参照しなが
ら説明する。
【００２２】
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、第１の実施形態の無線装置１０の構成を示す構成図である。図１において、第
１の実施形態の無線装置１０は、ベースバンド回路部１１、送信回路部１２、受信回路部
１３、Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部１４、アンテナ部１５、加算器１６、変調部１７を
少なくとも有するものである。
【００２３】
　図１に示す無線装置１０は、図４に示す無線装置の構成に比べて、Ｉ／Ｑ信号２を送信
する送信回路６２－２及びアンテナ６５を削除し、その代わりに２つのＩ／Ｑ信号を足し
合わせる加算器１６を追加する点で構成が相違する。
【００２４】
　ベースバンド回路部１１は、ベースバンド信号処理回路などのベースバンドＩＣが該当
し、デジタル信号である送信データを同相成分のＩ成分と直交成分のＱ成分を生成するも
のであり、送信データから２つのベースバンド帯アナログＩ／Ｑ信号に変換して加算器１
６に与えるものである。このとき、ベースバンド回路部１１は、送信データから同時に２
つの送信信号１（Ｉ／Ｑ信号１）及び送信信号２（Ｉ／Ｑ信号２）を加算器１６に与える
。また、ベースバンド回路部１１は、受信回路１３からのベースバンド帯アナログＩ／Ｑ
信号をデジタル信号である受信データに逆変換して出力するものである。
【００２５】
　送信回路部１２は、少なくとも加算器１６と変調部１７を有するものである。
【００２６】
　加算器１６は、ＯＰアンプを使用した一般的な加算器が該当し、第１の実施形態では、
送信回路部１２に追加されている。
【００２７】
　また、加算器１６は、ベースバンド回路部１１から送信信号１（Ｉ／Ｑ信号１）及び送
信信号２（Ｉ／Ｑ信号２）を取り込み、これら送信信号１（Ｉ／Ｑ信号１）と送信信号２
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（Ｉ／Ｑ信号２）とを所定の利得関係で足し合わせて、合成したＩ／Ｑ信号を出力するも
のである。
【００２８】
　ここで、加算器１６は送信信号１（Ｉ／Ｑ信号１）と送信信号２（Ｉ／Ｑ信号２）との
足し合わせの関係としては、例えば式（３）の関係で足し合わせる。
【００２９】
　　　Ｉ／Ｑ信号１：Ｉ／Ｑ信号２＝ｋ：１　　　…（３）
なお、ｋは、正の実数である。
【００３０】
　図７は、加算器１６の回路構成を示す構成図である。なお、図７は、説明便宜上、最も
簡単な加算器１６の構成を例示するものである。
【００３１】
　図７（Ａ）は、Ｉ／Ｑ信号１のＩ成分とＩ／Ｑ信号２のＩ成分とを足し合わせる回路構
成であり、図７（Ｂ）は、Ｉ／Ｑ信号１のＱ成分とＩ／Ｑ信号２のＱ成分とを足し合わせ
る回路構成である。図７（Ａ）及び図７（Ｂ）に示すように、加算器１６は、Ｉ／Ｑ信号
１及びＩ／Ｑ信号２のそれぞれのＩ成分及びＱ成分を足し合わせる。
【００３２】
　図７（Ａ）において、加算器１６の構成は、ＯＰアンプ２４の出力をフィードバックす
る回路であり、Ｉ／Ｑ信号１のＩ成分を入力する入力端子２１と、一端が入力端子２１に
接続すると共に他端がＯＰアンプ２４の＋端子（非反転入力端子）に接続する抵抗Ｒ１と
、Ｉ／Ｑ信号２のＩ成分を入力する入力端子２２と、一端が入力端子２２に接続すると共
に他端がＯＰアンプ２４の＋端子（非反転入力端子）に接続する抵抗Ｒ２と、一端がＯＰ
アンプ２４の出力端子に接続すると共に他端がＯＰアンプ２４の－端子（反転入力端子）
に接続する抵抗Ｒ３と、一端がＯＰアンプ２４の－端子（反転入力端子）に接続すると共
に他端が接地する抵抗Ｒ４とを有する。なお、図７（Ｂ）に示す構成も図７（Ａ）に対応
する構成であり、ここでの詳細な説明は省略する。
【００３３】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）において、抵抗Ｒ２の抵抗値は、Ｒ２＝ｋ・Ｒ１の関係が成立す
る。これにより、上記式（３）の関係が成り立つ。なお、Ｉ／Ｑ信号がバランス信号の場
合は、バランス信号用の加算器を構成するものとする。
【００３４】
　変調部１７は、加算器１６から合成されたＩ／Ｑ信号を受け取り、高周波数帯域の信号
（ＲＦ信号）に変換するものである。変調部１７は、例えばＱＡＭやＯＦＤＭなどの直交
変調器などが該当する。
【００３５】
　受信回路部１３は、Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ１４を介してアンテナ１５が捕捉した
受信信号（ＲＦ信号）を受け取り、Ｉ／Ｑ信号に変換するものである。受信回路部１３は
、一般の受信回路が該当し、復調処理部や不要成分を除去するフィルタ部や増幅器などを
有するものである。
【００３６】
　Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部１４は、送信回路１２又は受信回路１３への経路を切り
替えるスイッチである。
【００３７】
　アンテナ部１５は、Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部１４を介して送信回路からの送信信
号を送出したり、電波を捕捉してＴｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部１４を介して受信信号を
受信回路部１３に与えたりするものである。
【００３８】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、第１の実施形態の無線装置１０における処理の動作について図面を参照しながら
説明する。
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【００３９】
　図１において、まず、送信データがベースバンド回路部１１に入力すると、ベースバン
ド回路部１１により２系統のＩ／Ｑ信号１及びＩ／Ｑ信号２が生成される。
【００４０】
　ここで、ベースバンド回路部１１により生成されるＩ／Ｑ信号１及びＩ／Ｑ信号２は、
図８に示す関係を持つ。
【００４１】
　つまり、Ｉ／Ｑ信号１のＩ成分及びＱ成分について、１回目の送信信号をＳＢＢ１Ｉ及
びＳＢＢ１Ｑとし、２回目の送信信号を－ＳＢＢ２Ｉ及びＳＢＢ２Ｑとする。同様に、Ｉ
／Ｑ信号２のＩ成分及びＱ成分について、１回目の送信信号をＳＢＢ２Ｉ及びＳＢＢ２Ｑ

とし、２回目の送信信号を－ＳＢＢ１Ｉ及びＳＢＢ１Ｑとする。
【００４２】
　ここで、図４に示す従来の無線装置において図８に示す関係を適用すると、送信信号１
及び送信信号２は次のような関係となる。
【００４３】
　１回目の送信では、ＳＢＢ１Ｉが送信回路６２－１に入力され、直交変調の結果、送信
信号（以下、Ｓ１＿１と表す）は、式（４）となる。
【数２】

【００４４】
　但し、ｆｃは、送信波の中心周波数である。
【００４５】
　また、ＳＢＢ２ＩとＳＢＢ２Ｑとが送信回路６２－２に入力され、直交変調の結果、送
信信号（以下、Ｓ２＿１と表す）は、式（５）となる

【数３】

【００４６】
　次に、２回目の送信では、送信回路６２－１の送信信号をＳ１＿２、送信回路６２－２
の送信信号をＳ２＿２とし、同様に図８に示すＩ／Ｑ信号をそれぞれ適用すると、式（６
）及び式（７）の関係になる。
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【数４】

【００４７】
　一方、第１の実施形態では、２系統のＩ／Ｑ信号１及びＩ／Ｑ信号２は加算器１６に入
力される。図７（Ａ）及び（Ｂ）に例示する構成を有する加算器１６において、Ｉ／Ｑ信
号１及びＩ／Ｑ信号２のそれぞれのＩ成分及びＱ成分同士が加算される。加算器１６によ
り加算された結果、合成したＩ／Ｑ信号のＩ成分及びＱ成分は、式（８）及び式（９）と
なる。
【００４８】
　合成したＩ／Ｑ信号のＩ成分＝Ａ／（１＋ｋ）・（ｋ・ＳＢＢ１Ｉ＋ＳＢＢ２Ｉ）…（
８）
　合成したＩ／Ｑ信号のＱ成分＝Ａ／（１＋ｋ）・（ｋ・ＳＢＢ１Ｑ＋ＳＢＢ２Ｑ）…（
９）
　ここで、Ａは、加算器１６の利得（閉ループ利得）に相当し、加算器１６が図７（Ａ）
及び（Ｂ）に例示する構成を有する場合、Ａ＝（Ｒ３＋Ｒ４）／Ｒ４である。
【００４９】
　加算器１６の出力信号が送信回路部１２に与えられると、変調部１７では、合成したＩ
／Ｑ信号のＩ成分及びＱ成分で搬送波を直交変調したものが送信信号（以下、ＳＴ１と表
す）であり、式（１０）となる。
【数５】

【００５０】
　ここで、図４に示す構成を有する無線装置のときの送信信号Ｓ１、Ｓ２を、式（１０）
に当てはめると、式（１１）のようになる。
【００５１】
　　　　ＳＴ１＝Ａ／（１＋ｋ）・（ｋ・Ｓ１＋Ｓ２）　　…（１１）
　上記式（１１）より、Ｓ１とＳ２がｋ：１の比率で加算されたものであることが分かる
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。１回目の送信では、この信号ＳＴ１が送信回路部１２の変調部１７から出力され、アン
テナ部１５から送信される。
【００５２】
　同様に、２回目の送信の場合、加算器１６の出力は、次の式（１２）及び式（１３）の
ようになる。
【００５３】
　合成したＩ／Ｑ信号のＩ成分＝Ａ／（１＋ｋ）・（ｋ・（－ＳＢＢ２Ｉ）＋ＳＢＢ１Ｉ

）…（１２）
　合成したＩ／Ｑ信号のＱ成分＝Ａ／（１＋ｋ）・（ｋ・ＳＢＢ２Ｑ－ＳＢＢ１Ｑ）…（
１３）
　従って、２回目の送信信号（ＳＴ２と表す）は、式（１４）と表すことができる。
【数６】

【００５４】
　２回目の送信では、この信号ＳＴ２が送信回路部１２の変調部１７から出力され、アン
テナ部１５から送信される。
【００５５】
　次に、第１の実施形態の無線装置１０の受信処理について説明する。１回目の受信信号
をｒ１、２回目の受信信号をｒ２、さらに、送信装置から受信装置までの伝達係数をｈ３

とすると、式（１５）及び式（１６）のようになる。
【００５６】
　ｒ１＝ｈ３・ＳＴ１＝ｈ３・Ａ／（１＋ｋ）・（ｋ・Ｓ１＋Ｓ２）　　　…（１５）
　ｒ２＝ｈ３・ＳＴ２＝ｈ３・Ａ／（１＋ｋ）・｛ｋ・（－Ｓ２

＊）＋Ｓ１
＊｝　　　…

（１６）
　ここで、ｒ２

＊＝ｈ３
＊・Ａ／（１＋ｋ）・｛Ｓ１＋ｋ・（－Ｓ２）｝より、式（１７

）の関係が成り立つ。
【数７】
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【００５７】
　この式（１７）は、前述したＭａｔｒｉｘ　Ａの通信形態での下記の行列式（１８－１
）において、ｈ１及びｈ２について以下の関係がある。
【数８】

【００５８】
　従って、受信装置において、図４に示す従来の無線装置の場合と同じ方法で演算処理を
することで、元の信号を復元することができる。
【００５９】
　また、前述の通り、Ｈについて式（１９－１）と置くと、その複素共役転置行列Ｈ＊を
利用すると、式（１９－２）のようになる。

【数９】

【００６０】
　つまり、ダイバーシティ利得は、（｜ｈ１｜２＋｜ｈ２｜２）であるので、第１の実施
形態の場合、ダイバーシティ利得は式（２０）のようになる。
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【数１０】

【００６１】
　式（２０）は、Ａ２・（１＋ｋ２）／（１＋ｋ）２＞１となるように、加算器１６の抵
抗を設定した場合、伝達経路の伝達係数｜ｈ３｜２以上の値となることを示す。従って、
受信装置では、１以上のダイバーシティ利得を得たものとみなすことができる。
【００６２】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上のように、従来の構成（２Ｔｘ×１Ｒｘ）では、送信装置に２系統の送信回路及び
２本のアンテナ部を備えることが必要であったが、第１の実施形態によれば、１系統の送
信回路及び１本のアンテナ部で実現することができるので、回路規模を大幅に縮小するこ
とができる。
【００６３】
　また、従来の構成では、２本のアンテナ部から２つの経路で伝送するので、フェージン
グ等により１つの経路の伝搬損失が増しても、他方の経路で補うようなアンテナ・ダイバ
ーシティ効果があるが、第１の実施形態では、その効果は失われる。そのため、Ｍａｔｒ
ｉｘ　Ａの本来の構成（２Ｔｘ×１Ｒｘ）より伝搬特性の面では劣ることが予想される。
しかしながら、第１の実施形態によれば、１本のアンテナ部のみで伝送する１Ｔｘ×１Ｒ
ｘのＳＴＣ技術を利用しない通信形態と比べた場合、ＳＴＣ技術によるダイバーシティ利
得を等価的に得ることができるため、伝送特性の向上を図ることができる。
【００６４】
（Ｂ）第２の実施形態
　次に、本発明の送信装置及び送信方法の第２の実施形態について図面を参照しながら説
明する。
【００６５】
（Ｂ－１）第２の実施形態の構成及び動作
　図９は、第２の実施形態の無線装置２０の構成を示す構成図である。図９において、第
１の実施形態の無線装置２０は、ベースバンド回路部２１、送信回路部２２、受信回路部
１３、Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部１４、アンテナ部１５、変調部１７を少なくとも有
するものである。
【００６６】
　第２の実施形態の無線装置２０が第１の実施形態の無線装置１０と異なる点は、ベース
バンド回路２１が、生成した２系統のＩ／Ｑ信号を１信号に合成する加算機能２１１を備
える点である。また、送信回路部２２が、第１の実施形態の加算器１６を有しない構成で
ある。なお、受信回路部１３、Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部１４及びアンテナ部１５は
、第１の実施形態と同じであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【００６７】
　ベースバンド回路２１は、第１の実施形態と同様に、ベースバンド信号処理を行うベー
スバンドＩＣが該当し、送信データから同時に２つの送信信号１（Ｉ／Ｑ信号１）及び送
信信号２（Ｉ／Ｑ信号２）を生成するものである。
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　また、ベースバンド回路２１の加算機能２１１は、送信信号１のＩ信号と送信信号２の
Ｉ信号を合成すると共に、送信信号１のＱ信号と送信信号２のＱ信号とを合成する。加算
機能２１１が送信信号１（Ｉ／Ｑ信号１）及び送信信号２（Ｉ／Ｑ信号２）のそれぞれの
Ｉ信号とＱ信号とを合成する際、加算機能２１１は、Ｉ／Ｑ信号１とＩ／Ｑ信号２とに対
して所定の利得を与えて合成する。これにより、２系統のＩ／Ｑ信号を合成した信号を送
信回路部１２に与えることができるので、第１の実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【００６９】
（Ｂ－２）第２の実施形態の効果
　以上のように、第２の実施形態によれば、２系統のＩ／Ｑ信号の加算をベースバンド回
路の演算機能で実現するため、加算器を必要としないで第１の実施形態と同様の効果を奏
することができる。これにより、より高度な演算処理機能を要するが、第１の実施形態よ
りも更なる回路規模の縮小を期待できる。
【００７０】
（Ｃ）他の実施形態
　第１及び第２の実施形態は、ＷｉＭＡＸのＭａｔｒｉｘ　Ａの通信形態に適用した場合
を例示したが、２系統の送信回路を持ち、２系統のＩ／Ｑ信号でそれぞれ搬送波を直交変
調して同時に出力するような通信装置であれば、無線、有線を問わず、広く適用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】第１の実施形態の無線装置の構成を示す構成図である。
【図２】従来の無線装置の構成を示す構成図である。
【図３】従来の無線装置間の通信形態を説明する説明図である。
【図４】従来のＳＴＣ技術を利用した無線装置の構成を示す構成図である。
【図５】従来のＳＴＣ技術を利用した無線装置と通常の無線装置との間の通信形態（Ｍａ
ｔｒｉｘ　Ａ）を説明する説明図である。
【図６】Ｍａｔｒｉｘ　Ａの通信形態における送信信号の関係を説明する説明図である。
【図７】第１の実施形態の加算器の構成を示す構成図である。
【図８】第１の実施形態の通信形態における送信信号の関係を説明する説明図である。
【図９】第２の実施形態の無線装置の構成を示す構成図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１０及び２０…無線装置、１１及び２１…ベースバンド回路、２１１…加算機能、１２
及び２２…送信回路部、１３…受信回路部、１４…Ｔｘ／Ｒｘ切り替えスイッチ部、１５
…アンテナ部、１６…加算器、１７…変調部。
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